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衆
議
院
議
員
山
本
拓
君
提
出
野
田
内
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の
「
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す
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す
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答
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一
の
�
及
び
�
並
び
に
六
に
つ
い
て

今
通
常
国
会
に
提
出
し
て
い
る
「
農
山
漁
村
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案
」

（
以
下
「
法
案
」
と
い
う
。
）
は
、
農
山
漁
村
に
存
在
す
る
資
源
を
活
用
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進

に
当
た
り
、食
料
の
供
給
や
国
土
の
保
全
等
の
農
山
漁
村
が
有
す
る
重
要
な
機
能
の
発
揮
に
支
障
を
来
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、

農
地
、
林
地
等
の
利
用
調
整
を
適
切
に
行
う
と
と
も
に
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
（
法
案
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
整
備
と
併
せ
て
地
域
の
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
に
資

す
る
取
組
を
促
進
す
る
等
、
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
を
促
進
し
、

農
山
漁
村
の
活
性
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
案
に
基
づ
き
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
農
地
の
面
積
に
つ
い
て
は
、
当

該
整
備
を
行
う
場
所
が
農
地
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
、
当
該
場
所
は
必
要
な
利
用
調
整
を
経
て
個
別
具
体
的
に
選
定
さ
れ
る
こ

と
等
か
ら
、
こ
れ
を
予
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
「
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
計
画
」
（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。）

一



に
定
め
ら
れ
た
食
料
自
給
率
の
目
標
の
達
成
の
た
め
に
は
、
農
地
へ
の
復
元
が
可
能
な
耕
作
放
棄
地
を
農
業
生
産
に
用
い
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
案
の
施
行
に
際
し
て
は
、
農
山
漁
村
に
お
い
て
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整

備
を
行
う
に
当
た
り
、
農
地
へ
の
復
元
が
困
難
な
耕
作
放
棄
地
を
優
先
的
に
活
用
す
る
等
の
農
地
、
林
地
等
の
利
用
調
整
を

適
切
に
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
単
な
る
売
電
の
目
的
で
農
地
転
用
（
農
地
消
滅
）
さ
せ
、
し
か
も
売
電
収
入

は
、
耕
作
放
棄
地
者
に
得
さ
せ
る
」
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一
の
�
に
つ
い
て

我
が
国
に
お
い
て
、
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年

法
律
第
百
八
号
）
の
施
行
を
始
め
と
す
る
各
種
施
策
に
よ
り
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
の
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
中
、
農

山
漁
村
に
お
い
て
無
計
画
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
が
整
備
さ
れ
る
場
合
に
は
、
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
に
必

要
な
農
地
、
林
地
等
が
失
わ
れ
、
食
料
の
供
給
や
国
土
の
保
全
等
の
農
山
漁
村
が
有
す
る
重
要
な
機
能
の
発
揮
に
支
障
を
来

す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
法
案
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和

の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
を
促
進
す
る
た
め
の
計
画
制
度
を
創
設
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

二



平
成
十
四
年
三
月
に
農
林
水
産
省
が
決
定
し
た
「
不
測
時
の
食
料
安
全
保
障
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
（
以
下
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と

い
う
。
）
は
、
不
測
の
要
因
に
よ
り
食
料
の
供
給
に
影
響
が
及
ぶ
お
そ
れ
の
あ
る
事
態
に
的
確
に
対
処
す
る
た
め
、
政
府
と

し
て
講
ず
べ
き
対
策
の
基
本
的
な
内
容
、
根
拠
法
令
、
実
施
手
順
等
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

不
測
の
事
態
の
レ
ベ
ル
及
び
不
測
の
事
態
を
招
い
た
要
因
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
の
食
生
活
に
重
大
な
影
響
を
生
じ
る
可

能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
農
林
水
産
省
に
対
策
本
部
を
設
置
し
、
農
林
水
産
省
が
講
ず
べ
き
対
策
の
実
施
等
に
当
た
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
政
府
一
体
と
な
っ
た
体
制
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
政
府
全
体
の
対
策
本
部
を
設
置

し
、
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保
の
た
め
政
府
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
べ
き
対
策
を
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

国
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
六
号
）
第
二
条
に
定
め
ら
れ
た
食
料
の
安
定
供
給
の
確
保

に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
し
て
お
り
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
同
法
第
十
九
条
に
定
め
ら

れ
た
不
測
時
に
お
け
る
食
料
安
全
保
障
の
基
本
的
施
策
を
具
体
化
す
る
た
め
、
不
測
時
に
食
料
の
供
給
の
確
保
を
図
る
た
め

の
対
策
や
そ
の
機
動
的
な
発
動
の
在
り
方
等
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

三



五
に
つ
い
て

基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
平
成
三
十
二
年
度
に
お
け
る
食
料
自
給
率
の
目
標
を
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
（
供
給
熱
量
ベ
ー
ス
）

と
定
め
て
い
る
。

四


